
加盟団体組織整備補助金交付要項 

 

 

１ 目的 

定款第４条第１項第２号に基づき、加盟団体の活動及び組織の発展を支援する。 

 

２ 補助対象 

（１）国スポ正式競技の４１競技団体････全ての加盟団体の役員、指導者、選手、外部監査人 

（２）（１）以外の加盟団体･････････全ての加盟団体役員、外部監査人  

 

３ 補助対象経費 

    対象経費一覧表通りとする。 

 

４ 事務手続き 

補助金の内示 本会から加盟団体へ補助金額等を内示する。 

   ↓ 

補助金申請 加盟団体は本会へ補助金交付申請書を提出する。       

↓ 

補助金交付 本会から加盟団体に交付決定を通知する。 

↓     同時に、本会から加盟団体の口座に補助金を振り込む。 

事 業 実 施 （令和８年４月１日～令和９年２月末日） 

    ↓ 

事業実績報告 加盟団体は事業終了後２週間以内（但し４月１０日まで）に本会へ報告する。 

   ↓  

確 定 通 知  本会から加盟団体へ額の確定通知を行う。 

 

５  補助金は、別に定める「補助金等の執行に関する取扱」に基づき適正に執行しなければならない。 

 

６  この要項は、平成２９年４月１日から施行する。 

令和２年４月１日一部改正 

令和６年４月１日一部改正 

令和８年４月１日一部改正 

 


